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２．第１号被保険者介護保険料
　第１号被保険者（６５歳以上の方）の介護保険料は、高齢者人口や要支援・要
介護認定者数等の推計を基に、介護サービスの利用に係る介護給付費や地域支
援事業費等の推計により算定されます。第４期事業計画（平成２１～２３年度）の
介護保険料を新たに算定しましたのでお知らせします。
　第４期の保険料算定にあたって、当市の基本的な考え方は次のとおりです。
①税制改正に伴う激変緩和措置（平成１８～２０年度）が終了することに伴い、税
制の影響を受けた被保険者の保険料が大幅に上昇することがないよう、特例
第４段階を設けるなど、所得段階の弾力化を行います。
②被保険者それぞれの負担能力に応じた保険料設定を行うために、よりきめ細
やかな所得段階設定と保険料率変更を行います。
③介護給付費準備基金については、厳しい社会情勢を踏まえ、必要最低限度の
部分を除き、可能な限りの繰り入れを行います。
④介護報酬改定に伴う保険料の上昇を抑えるため、国は介護従事者処遇改善特
例交付金を創設しました。市は、この交付金を基金として３年間均等に保険
料軽減することとします。
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　５月１日号市報でお知らせしました、第４期事業計画の中で平成２１年度から２３年度の第１号被保険者の介護保険料を新たに算
定しましたのでお知らせします。           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆高齢者支援課 　保 　（札内線２３２３）

１．財源構成
　介護保険事業費の財源は、第１号被保険者の保険料のほか、第２号被保険者
の保険料（介護給付費交付金）、国、都、市の負担金により構成されます。第４
期では、第１号被保険者の負担割合は２０．０％に、第２号被保険者の負担割合は
３０．０％に変更されました。

介護保険の財源
標準給付費（居宅系） 標準給付費（施設系）

　上記の基本的考え方をもとに、算出した結果、第４期（平成２１年度から２３年度）保険料基準額は、第３期（平成１８年度から２０年度）と同額の３，９５８円としました。
この基準額をもとに所得段階ごとの保険料額が決まりました。

　教育計画・生涯学習推進計画を策定しました
　　計画は、情報公開コーナー（両庁舎１階）、市　HP で閲覧できます。
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※意見提出の際には、必ず住所・氏名・計画名をお書きください。
※匿名でのご意見は受けられません。
※ご意見に個別に回答はしません。

地球温暖化対策地域推進計画（素案）計画名

　地球温暖化問題は、その影響の大きさと深刻さから、現在
緊急に取り組まなければならない重要な環境問題となっていま
す。市では｢京都議定書目標達成計画｣などの内容を踏まえ、
市、市民、事業者が一体となり、市の特性に応じた目標およ
び実効性のある削減対策を掲げた「西東京市地球温暖化対
策地域推進計画」を策定するために、環境審議会による審議
を重ね、このたび素案がまとまりました。

策定趣旨

５月１５日晶から■環境保全課（エコプラザ西東京内）
■情報公開コーナー（両庁舎１階）　■市　HP 閲覧方法な

ど

市内在住・在勤・在学の方、
市内に事業所のある法人・その他団体対象

５月１５日晶～６月１５日捷（必着）意見提出期間

①直接持参
②郵送（〒２０２－００１１泉町３－１２－３５エコプラザ西東京内
環境保全課）
③胃４２１－５４１０　④市　HP から

提出方法

7月15日昌検討結果
公表予定

環境保全課（札４３８－４０４２）担当課

皆さんのご意見をお寄せください！！
～市民意見提出手続（パブリックコメント）～

　教育委員会では、平成１６年１２月に「教育計画（教育プラン２１）〈平成１７年度か
ら平成２１年度〉」を策定し、さまざまな施策に取り組んできました。一方で、平
成１８年以降、教育基本法の改正や学習指導要領の改訂が行われるなど、昨今の
社会情勢の変化を踏まえた対応をとる必要が出てきました。
　そこで、教育計画（教育プラン２１）については、１年前倒しで計画の見直し
作業を行い、総合計画（後期基本計画）の策定と歩調を合わせて、今後５年間
に市が目指す、新しい時代に即した教育計画〈平成２１年度から平成２５年度〉を
策定しました。
　なお、今後は、広報活動の一環として、教育計画の〈概要版〉を市役所の窓
口や市内の各教育施設などで配布するほか、市立小・中学校に通っている全児
童・生徒の保護者の方にも、〈概要版〉の一斉配布を予定しています。
◆教育企画課 　保 （札４３８－４０７０）

　このたび、市における、だれもが主役で輝く循環型の地域学習社会の創造を
めざして、「西東京市生涯学習推進計画」を策定しました。
　今後計画の〈概要版〉を作成し、市役所の窓口や市内の各教育施設などで配
布する予定です。
◆社会教育課 　保 （札４３８－４０７９）

生涯学習推進計生涯学習推進計画画

教育計教育計画画

第３期

保険料率所得段階

０.４５第１段階

０.４５第２段階

０.７０第３段階

１.００
（基準額）第４段階

１.２５第５段階

１.５０第６段階

１.６５第７段階

１.７５第８段階

第４期

平成２１年度から２３
年度（保険料年額)保険料率対象者　所得段階

２０,４００円０.４３生活保護の受給者および老齢福祉年金の受給者であって世帯全員が住民税非課税
の方第１段階

２０,４００円０.４３世帯全員が住民税非課税であって、本人の前年の課税対象となる年金収入額と合
計所得金額の合計が８０万円以下の方第２段階

３２,２００円０.６８世帯全員が住民税非課税であって、本人の前年の課税対象となる年金収入額と合
計所得金額の合計が８０万円より高い方第３段階

４１,７００円０.８８世帯の誰かに住民税が課税され、本人は住民税非課税であって、本人の前年の課
税対象となる年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下の方特例第４段階

４７,４００円１.００
（基準額）

世帯の誰かに住民税が課税され、本人は住民税非課税であって、本人の前年の課
税対象となる年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円より高い方第４段階

５４,６００円１.１５本人が住民税課税で前年の合計所得金額が１２５万円未満の方第５段階
５９,３００円１.２５本人が住民税課税で前年の合計所得金額が１２５万円以上２００万円未満の方第６段階
７１,２００円１.５０本人が住民税課税で前年の合計所得金額が２００万円以上４００万円未満の方第７段階
８０,７００円１.７０本人が住民税課税で前年の合計所得金額が４００万円以上６００万円未満の方第８段階
８５,４００円１.８０本人が住民税課税で前年の合計所得金額が６００万円以上８００万円未満の方第９段階
９０,２００円１.９０本人が住民税課税で前年の合計所得金額が８００万円以上１,０００万円未満の方第１０段階
９４,９００円２.００本人が住民税課税で前年の合計所得金額が１,０００万円以上の方第１１段階

※介護保険料は、毎年４月１日を基準日として賦課します。
※５月以降６５歳になる方や、転入した方の保険料額は月割りで算定します。
※合計所得金額とは、前年の繰越損失控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期
譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額です。


